
○城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 

平成17年２月１日 

条例第117号 

（目的） 

第１条　この条例は，土砂等による土地の埋立て等について，町及び土地の埋立て等

を行う者等の責務を明らかにするとともに，必要な規制を定め，もって生活環境の

保全に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1)　土砂等　埋立て，盛土又はたい積の用に供する物で，廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和45年法律第137号）第２条第１項に規定する廃棄物以外のものを

いう。 

(2) 土地の埋立て等　土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積をいう。 

(3)　事業　土砂等により土地を埋め立て，又は土地に盛土し，若しくはたい積する

行為をいう。 

(4)　事業区域　事業を施行する土地及び当該工事と一体となって利用される区域

をいう。 

(5)　事業主　事業を施行する土地の所有者，管理者又は占有者のいずれかの者で，

当該土地の管理を主体的に行っていると認められる者をいう。 

(6)　事業施工者　事業の請負人（当該事業の下請負人を含む。）をいう。 

（町の責務） 

第３条　町は，茨城県，町の行政区その他関係機関と連携して，町の区域内における

事業の状況を把握するとともに，町民の安全の確保と良好な生活環境の保全を図る

ため，土地の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。 

（事業主等の責務） 

第４条　事業主及び事業施工者（以下「事業主等」という。）は，事業を施行するに

当たり，町民の安全と良好な生活環境を確保するため，必要な措置を講じなければ

ならない。 



(1)　事業主等は，当該許可に係る土地の埋立て等区域の生活環境の保全のために必

要な施工上の管理をつかさどる者（以下「施工管理者」という。）を置かなけれ

ばならない。 

(2)　事業主等は，当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは，施工管理者に

当該許可に係る埋立て等区域周辺地域の生活環境の保全のために必要な施工上の

管理をさせなければならない。 

２　事業主等は，第９条第１項の規定による許可を受けようとするときは，当該事業

について当該周辺関係者の理解を得られるよう努めなければならない。 

３　事業主等は，事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは，誠意をもってその

解決に当たらなければならない。 

４　事業主等は，事業施行中に事故が発生したときは，直ちに必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（土地所有者の責務） 

第５条　事業区域を含む土地の所有者は，前条で定める事業主等と同様に，事業を施

行するに当たっては，町民の安全と良好な生活環境を確保するため，万全の措置を

講じるよう事業主等と協議するとともに，当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生

じたときは，直ちに必要な措置を講じ，誠意をもって解決しなければならない。 

（土砂等を発生させる者及び土砂等を運搬する者の責務） 

第６条　土砂等を発生させる者は，土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに，発

生させる土砂等により，事業が行われる場合にあっては，当該事業を行う者により，

適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 

２　砂等を運搬する者は，事業に用いられる土砂等を運搬しようとするときは，当該

土砂等により不適正な事業が行われることがないよう必要な配慮をしなければなら

ない。 

３　事業用に用いられる土砂等を運搬する者は，土壌汚染が発生するおそれのある土

砂等を運搬することのないよう努めなければならない。 

（安全基準に適合しない土砂等又は改良土による事業の禁止） 

第７条　何人も，規則で定める事業基準に適合しない土砂等又は改良土を使用して，

事業を行い，又は行わせてはならない。 



（土砂等の発生状況等の調査） 

第８条　町は，事業に使用される土砂等の性状，発生場所，排出状況，運搬経路等を

調査することができる。 

（許可） 

第９条　事業区域の面積が3,000平方メートル以下の事業を行おうとする者は，町長の

許可を受けなければならない。ただし，次の各号に掲げる事業については，この限

りでない。 

(1)　国，地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行うもの 

(2)　他の法令の規定による許可若しくは認可を受け，又は届出をしたもので町長が

許可を不要と認めるもの 

(3)　土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の

埋立て等であって，当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるも

の 

(4)　前各号に掲げるもののほか，規則で定める事業 

２　前項の許可を受けた事業主等は，その事業の内容を変更しようとするときは，町

長の許可を受けなければならない。ただし，規則で定める軽微な変更については，

この限りでない。 

３　前２項の許可には，生活環境の保全を図るため，必要な条件を付することができ

る。 

（許可の基準） 

第10条　町長は，前条第１項又は第２項の規定による許可の申請があった場合におい

ては，次に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ，許可をしてはな

らない。 

(1)　事業区域及びその周辺地域の道路，河川，水路その他の公共施設の構造及び機

能に支障を及ぼさないための措置 

(2)　事業区域及びその周辺地域における騒音，振動，粉じん，水質汚濁，土壌汚染

その他の公害の発生を防止するための措置 

(3)　いっ水防止，土砂等の流失防止その他の安全確保のための措置 

(4)　その他事業区域及びその周辺地域における生活環境を保全するための措置 



２　前項に規定する措置に係る基準（以下「事業基準」という。）は，規則で定める。 

３　申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

(1)　第13条の規定により許可を取り消され，その取消しの日から５年を経過しない

者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては，当該取消しの処分

に係る城里町行政手続条例（平成17年城里町条例第12号）第15条の規定による通

知があった日前60日以内に当該法人の職員であった者で当該取消しの日から５年

を経過しないものを含む。） 

(2)　第25条第１項又は第26条第１項の規定による改善勧告又は改善命令を受け，そ

の勧告等に係る措置が完了していない者（当該命令を受けた者が法人であるとき

は，当該命令の日に当該法人の職員であった者を含む。） 

(3)　第27条第１項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ，その停止の期間

が経過しない者（当該命令を受けた者が法人であるときは，当該命令の日に当該

法人の職員であった者を含む。） 

(4)　土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに

足りる相当の理由がある者，町の区域の内外にかかわらず，土地の埋立て等に関

し，法令又は県若しくは市町村の条例等による勧告，命令，許可の取消し等を受

け，その改善，必要な措置等がなされていない者 

(5)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者 

(6)　城里町暴力団排除条例（平成23年城里町条例第21号）第２条に規定する暴力団

又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

４　町長は，申請者が前項の基準に適合しているかどうかを判断するために必要があ

ると認めたときは，国，県，市町村等に対し，その調査を依頼することができる。 

（名義貸しの禁止） 

第11条　第９条第１項の許可を受けた事業主等は，自己の名義をもって，第三者に事

業を施行させてはならない。 

（地位の承継） 



第12条　第９条第１項の許可を受けた事業主等について相続又は合併があったときは，

相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は，当該許可を受

けた事業主等の地位を承継する。 

２　前項の規定により事業主等の地位を承継した者は，その承継があった日から15日

以内に，その旨を町長に届け出なければならない。 

（許可の取消し等） 

第13条　町長は，事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は，第９条第１項の規

定による許可を取り消し，又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止

を命ずることができる。 

(1)　偽りその他不正な手段により第９条第１項又は第２項の許可を受けたとき。 

(2)　第９条第３項の規定による許可の条件に違反したとき。 

(3)　第11条の規定に違反し，自己の名義をもって，他人に事業の施行をさせた者。 

(4)　第27条の規定による命令に違反したとき。 

２　町長は，前項の規定による処分をしようとするときは，あらかじめ処分をしよう

とする理由並びに聴聞の期日及び場所を通知し，事業主等又はその代理人の出頭を

求めて，釈明及び証拠の提出の機会を与えるため，聴聞を行わなければならない。 

３　町長は，第１項の規定により許可を取り消した場合において，当該許可取消しに

係る土地の埋立て等の行為について，土壌の汚染，土砂等の飛散又は流出等の発生

の防止のための措置を講じる必要があると認めるときは，当該許可の取消しを受け

た者に対し，土砂の除却その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

（変更の届出） 

第14条　第９条第１項の許可を受けた事業主等は，氏名若しくは名称，住所又は所在

地その他規則で定める事項を変更したときは，変更があった日から15日以内に，そ

の旨を町長に届け出なければならない。 

（事業の完了の届出等） 

第15条　第９条第１項の許可を受けた事業主等は，同項の許可を受けた事業が完了し

たときは，完了した日から15日以内に，その旨を町長に届け出なければならない。 



２　町長は，前項の届出があったときは，当該事業が事業基準に適合するか確認を行

い，その結果を当該届出をした事業主等に通知し，適合しないと認めたときは，事

業主等に対して，期限を定めて，必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 

（事業の中止又は廃止の届出等） 

第16条　第９条第１項の許可を受けた事業主等は，同項の許可を受けた事業を30日以

上中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ，その旨を町長に届け出なけ

ればならない。 

２　前条第２項の規定は，前項の届出があった場合について準用する。 

（標識の設置） 

第17条　第９条第１項の許可を受けた事業主等は，規則で定めるところにより，氏名

又は名称及び住所又は所在地その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなけ

ればならない。 

（土砂搬入禁止区域の指定） 

第18条　この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは，事業が行わて

いる事業区域（事業が一団の区域において行われる場合は，当該一団の区域）及び

その周辺の事業区域で事業を継続することにより，人の生命，身体又は財産を害す

るおそれがあると認められる事業区域を，６月を超えない範囲で期間を定めて土砂

の搬入を禁止する区域（以下「土砂搬入禁止区域」という。）として指定すること

ができる。 

２　町長は，土砂搬入禁止区域の指定期間が満了する場合において，指定の事由が消

滅していないと認めるときは，知事の意見を聴いて，前項の規定により土砂搬入禁

止区域を指定することができる。 

３　町長は，第１項の指定をしたときは，規則で定めるところにより，その旨を公示

するものとする。 

４　第１項の指定は，前項の公示によってその効力を生ずる。 

５　町長は，第１項の指定の準備のため必要がある場合においては，当該職員に他人

の所有し，管理し，又は占有する土地に立ち入り，測量させ，又は調査させること

ができる。 



６　町長は，第１項の指定をしたときは，当該職員に他人の所有し，管理し，又は占

有する土地に立ち入り，土砂搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせる

ことができる。 

７　前２項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は，その身分を示す証明

書を携帯し，関係人に提示しなければならない。 

８　町長は，第１項の指定をしたときは，規則で定めるところにより，その旨を周知

させるために必要な措置を講じるものとする。 

（土砂の搬入の禁止） 

第19条　何人も，土砂搬入禁止区域に土砂を搬入してはならない。 

（土砂搬入禁止区域の解除） 

第20条　町長は，土砂搬入禁止区域の指定の事由が消滅したと認めるときは，速やか

に当該土砂搬入禁止区域の指定を解除するものとする。 

２　第18条第３項及び第４項の規定は，前項の指定の解除について準用する。 

（報告の聴収） 

第21条　町長は，この条例の施行に必要な限度において，事業主等に対して，事業の

施行状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第22条　町長は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に，事業主等の事

務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り，

帳簿，書類その他の物件を検査させ，又は関係人に質問させることができる。ただ

し，立入検査をする職員の帯同により土地の測量及び土壌検査等，専門的技術を要

する者に検査の一部を委任することができる。 

２　前項の規定により事業主等の土地に立入検査をする職員は，立ち入ろうとする日

の３日前までに，その旨を土地の事業主等に通知しなければならない。 

３　第１項の規定により，建築物が所在し，又はかき，さく等で囲まれた事業主等の

土地に立ち入ろうとするときは，その立入検査をする職員は，立ち入りの際，あら

かじめ，その旨を事業主等に告げなければならない。 

４　日出前又は日没後においては，事業主等の承諾があった場合を除き，前項に規定

する土地に立ち入ってはならない。 



５　事業主等は，正当な理由がない限り，第１項の規定による立ち入りを拒み，又は

妨げてはならない。 

６　第１項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関

係人の請求があったときは，これを提示しなければならない。 

７　第１項の規定による立入検査又は質問の権限は，犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

（協力要請） 

第23条　町長は，生活環境の保全のため必要があると認めるときは，関係行政機関又

は事業主等，当該事業に用いる土砂等を発生させる者，当該事業区域の土地所有者

等その他事業の関係者に対し，必要な協力を要請することができる。 

（土地所有者に対する勧告） 

第24条　町長は，事業主等が行った事業において，事業基準に適合しない土砂等又は

改良土が使用されていることを確認したときは，事業に同意をした土地の所有者に

対し，期限を定めて，当該事業に使用された土砂等（当該土砂等により事業基準に

適合しないこととなった土砂を含む。）の全部若しくは一部を撤去し，又は当該事

業による土壌の汚染を防止するため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

２　町長は，第９条第１項の許可に係る事業に使用された土砂等について，土壌の汚

染，土砂等の飛散又は流出等により生活環境の保全上の支障が生じ，緊急の必要が

あると認めるときは，事業に同意をした土地の所有者に対し，期限を定めて，土砂

の除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（改善勧告） 

第25条　町長は，事業主等が第９条第１項若しくは第２項又は同条第３項の規定によ

り許可に付された条件に違反して事業を施行しているとき又は第10条若しくは第15

条第２項（第16条第２項において準用する場合を含む。）の事業基準に適合しない

と認めたときは，当該事業主等に対して，期限を定めて，必要な措置を採るべきこ

とを勧告することができる。 

（改善命令） 

第26条　町長は，前条の規定による勧告を受けた事業主等がその勧告に従わないとき

は，期限を定めて，その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。 



（措置命令等） 

第27条　町長は，事業主等が第９条第１項若しくは第２項の規定による許可を受けず，

又は前条の規定による命令に従わずに事業を施行しているときは，当該事業主等に

対して，当該事業の施行の停止を命じ，又は期限を定めて，当該事業に使用された

土砂等の撤去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

２　前項の規定による命令をした場合においては，標識の設置によりその旨を公示し

なければならない。 

３　前項の標識は，第１項の規定による命令に係る事業地出入口等に設置することが

できる。この場合においては，当該事業地等の所有者等は，当該標識の設置を拒み，

又は妨げてはならない。 

（書類の送達） 

第28条　町長は，前４条の規定による改善勧告等に関する書類は，郵便による送達又

は交付送達により，その送達を受けるべき者の住所，居所，事務所又は事業所に送

達する。 

２　前項の規定により交付送達する職員は，その身分を示す証明書を関係人に提示し，

前項の規定により送達すべき場所において，その送達を受けるべき者に書類を交付

して行う。ただし，その者に異議がないときは，その他の場所において交付するこ

とができる。 

３　次の各号に掲げる場合には，交付送達は，前項の規定による交付に代え，当該各

号に掲げる行為により行うことができる。 

(1)　送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使

用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるも

のに書類を交付すること。 

(2)　書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいな

い場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合送達すべき場

所に書類を差し置くこと。 

４　通常の取扱による郵便によって第１項に規定する書類を発送した場合には，この

条例に特別の定がある場合を除き，その郵便物は，通常到達すべきであった時に送

達があったものと推定する。 



５　町長は，前項に規定する場合には，その書類の名称，その送達を受けるべき者の

氏名，あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければな

らない。 

（公示送達） 

第29条　町長は，前条の規定により送達すべき書類について，その送達を受けるべき

者の住所，居所，事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送

達につき困難な事情があると認められる場合には，その送達に代えて公示送達をす

ることができる。 

２　公示送達は，町長が送達すべき書類を保管し，いつでも送達を受けるべき者に交

付する旨を城里町公告式条例（平成17年城里町条例第３号）第２条に規定する掲示

場に掲示して行うものとする。 

３　前項の場合において，掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは，書類

の送達があった者とみなす。 

（生活環境の保全上の支障の除去等の措置） 

第30条　町長は，生活環境の保全上の支障が生じ，又は生ずるおそれがあり，かつ，

次の各号のいずれかに該当すると認められるときは，行政代執行法（昭和23年法律

第43号）の定めるところに従い，自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講

じ，又は第三者をしてこれをさせることができる。この場合において，第１号に該

当すると認められるときは，相当の期限を定めて，当該支障の除去等の措置を講ず

べき旨を通知し，その期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは，自ら

当該支障の除去等の措置を講じ，又はその命じた者若しくは委任した者に行わせる

ことができる。 

(1)　第27条第１項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた

事業主等が，当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき，講

じても十分でないとき，又は講ずる見込みがないとき。 

(2)　第27条第１項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようと

する場合において，過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき事業主等を

確知することができないとき。 



(3)　緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において，第27条第１項の

規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 

２　町長は，前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたと

きは，行政代執行法の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用について，

当該事業主等に負担させることができる。 

３　前項の規定により負担させる費用の徴収及び手続きについては，行政代執行法の

規定を準用する。 

（緊急安全措置） 

第31条　前条第１項第３号に規定する場合において，町民等の生命，身体又は財産に

対する重大な被害を防ぐため緊急の必要があると認めるときは，当該被害を防ぐた

めに必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

２　前項の措置に要した費用は，当該措置を講じられた当該事業主等の負担とする。 

（公表） 

第32条　町長は，事業主等が第15条第２項（第16条第２項において準用する場合を含

む。），第26条又は第27条の規定による命令に違反したときは，当該事業主等の氏

名又は名称及び住所又は所在地並びにその内容を公表することができる。 

（委任） 

第33条　この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

（罰則） 

第34条　第26条又は第27条の規定による命令に違反した者は，２年以下の懲役又は100

万円以下の罰金に処する。 

２　次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処

する。 

(1)　第９条第１項又は第２項の規定に違反した者 

(2)　第11条の規定に違反し，自己の名義をもって，他人に事業の施行をさせた者 

(3)　第13条第３項の規定による命令に違反した者 

３　次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処

する。 

(1)　第15条第２項（第16条第２項において準用する場合を含む。） 



(2)　第19条の規定に違反して土砂を搬入した者 

４　次の各号のいずれかに該当する者は，50万円以下の罰金に処する。 

(1)　第21条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者 

(2)　第22条第１項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は同項の規

定による質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をした者 

５　次の各号のいずれかに該当する者は，30万円以下の罰金に処する。 

(1)　第12条第２項，第14条，第15条第１項又は第16条第１項の規定による届出をし

なかった者 

(2)　第17条の規定に違反した者 

（両罰規定） 

第35条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業員が，その

法人又は人の業務に関し，前条の違反をしたときは，行為者を罰するほか，その法

人又は人に対しても，同条の罰金刑を科する。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は，平成17年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）の前日までに，合併前

の常北町土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例（平成３

年常北町条例第10号），桂村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平

成５年桂村条例第１号）又は七会村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条

例（平成５年七会村条例第６号）（次項においてこれらを「合併前の条例」という。）

の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

３　施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については，なお合併前の条例

の例による。 

附　則（平成30年条例第25号） 

（施行期日） 

１　この条例は，公布の日から施行する。 



（経過措置） 

２　この条例の施行の際，現に改正前の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に

関する条例の規定によりなされた処分，手続きその他の行為は，この条例の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附　則（令和２年条例第７号） 

（施行期日） 

１　この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の際，現に第９条第１項の規定による土砂埋立行為の許可を受け

ている者及び同項の許可申請を受理している者に係る許可の手続き及び許可の基準

については，なお従前の例による。 

３　この条例による改正後の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

（以下「新条例」という。）第18条第１項，第19条第１項の規定は，施行日以後に

第27条第１項において停止命令を受けた事業区域及びその周辺の事業区域で事業を

継続することにより，人の生命，身体又は財産を害するおそれがあると認められる

事業区域について適用する。 

４　この条例の施行の際，現に改正前の第４条第１項の適用除外となる土地の埋立て

等を行っている者は，この条例の施行の日から90日を経過する日までの間（当該期

間内に第４条第１項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは，当該

処分のあった日までの間）は，同項の許可を受けないで，引き続き当該土地の埋め

立て等を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合にお

いて，その期間を経過したときは，その申請について許可又は不許可の処分がある

までの間も，同様とする。 

附　則（令和７年条例第８号） 

（施行期日） 

１　この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正前の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

（以下「改正前の条例」という。）第９条第１項の規定による許可を受けている者



であって，この条例の施行の際現に当該許可に係る土地の埋立て等に着手している

ものについては，この条例に別段の定めがあるもののほか，なお従前の例による。 

３ 改正前の条例第９条第１項の規定による許可を受けている当該許可に係る面積が

3,000平方メートル以下の者であって，この条例の施行の際現に当該許可に係わる土

地の埋立て等に着手していないものは，この条例の施行の日に，この条例による改

正後の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）第９条第１項の許可を受けたものとみなす。 

４ この条例の施行前にされた改正前の条例第９条第１項の規定による許可に係る面

積が3,000平方メートル以下の申請であって，この条例の施行の際，許可又は不許可

の処分がされていないものは，改正後の条例第９条第１項の許可の申請とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

５ この条例の施行前にした行為及び附則第２項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は，なお従前の例による。 

 


